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１ 副知事の選任について

副知事（定数２）のうち，宇野善昌氏が令和２年６月３０日付をもって

退職するので，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１６２条の規定

に基づき，議会の同意を得て，次の者を選任しようとするものである。

小 善 真 司

昭和４２年７月１日生

現住所 神奈川県横浜市

学 歴 平成 ３年 ３月 東京大学法学部卒業

職 歴 平成 ３年 ４月 建設省採用

平成２０年 ７月 国土交通省住宅局住宅総合整備課賃貸住宅

対策官

平成２１年 ７月 国土交通省住宅局総務課企画官

平成２２年 ８月 国土交通省大臣官房総務課企画官

平成２３年 ７月 国土交通省土地・建設産業局総務課調整室長

平成２５年 ７月 復興庁統括官付参事官併任内閣官房内閣参

事官（内閣官房副長官補付）

平成２８年 ７月 国土交通省住宅局住宅企画官

平成２９年 ７月 国土交通省総合政策局参事官

平成３０年 ７月 国土交通省総合政策局社会資本整備政策課長

令和 元年 ７月 国土交通省道路局総務課長

【選任理由】

候補者は，国土交通省，復興庁等の政府機関の職員として勤務し，行政

， ，全般に関する豊富な実務経験及び優れた識見を有しており 副知事として

これまでの経歴を生かした活躍が期待できる。

よって，副知事として適任であり，選任しようとするものである。
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２ 収用委員会委員の任命について

収用委員会委員（定数７）のうち，宮内久江氏及び水柿重壽氏が令和２

年７月１４日付をもって任期満了となるので，土地収用法（昭和２６年法

律第２１９号）第５２条第３項の規定に基づき，議会の同意を得て，次の

者をそれぞれ任命しようとするものである。

宮 内 久 江

昭和２３年１月２１日生

現住所 茨城県水戸市

学 歴 昭和４１年 ３月 水戸女子商業高等学校卒業

職 歴 昭和５９年 ４月 ミヤウチ物流システム株式会社入社

昭和６２年１２月 ミヤウチ物流システム株式会社取締役

平成２４年 ７月 茨城県商工会議所女性会連合会理事

平成２６年 ４月 水戸商工会議所女性会会長

平成２６年 ４月 全国商工会議所女性会連合会理事

平成２６年 ７月 茨城県収用委員会委員（２期）

平成２９年 １月 水戸市選挙管理委員会委員

平成２９年 ４月 水戸法人会女性部会会長

平成２９年 ５月 茨城県法人会女性部会連絡協議会会長

平成３０年 ４月 一般社団法人茨城県トラック協会女性部会

会長

【任命理由】
収用委員会は，土地収用法第５１条に基づき，土地の収用又は使用の裁

決を行う機関として設置されるもので，７人の委員をもって組織され，２
人の予備委員を置いている。
候補者は，全国商工会議所女性会連合会理事や茨城県法人会女性部会連

絡協議会会長を務めるなど，優れた識見と幅広い視野を有している。
また，現在，２期目であり，適切に職務を果たしており，引き続き，こ

れまでの経歴を生かした役割が期待できる。
以上のことから，収用委員会委員として適任であり任命しようとするも

のである。
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水 柿 重 壽

昭和２６年６月１８日生

現住所 茨城県筑西市

学 歴 昭和４３年 ５月 下館第一高等学校中退

職 歴 平成１５年 ５月 明野町農業委員会委員

平成１７年 ３月 筑西市農業委員会委員

平成２８年 ９月 筑西市農業委員会会長

平成２８年 ９月 茨城県市農業委員会会長会副会長

平成２８年１０月 一般社団法人茨城県農業会議副会長

平成２９年 ７月 茨城県収用委員会委員（１期）

【任命理由】
収用委員会は，土地収用法第５１条に基づき，土地の収用又は使用の裁

決を行う機関として設置されるもので，７人の委員をもって組織され，２
人の予備委員を置いている。
候補者は，農業委員会委員として農地の利用調整の経験を有するととも

に，筑西市農業委員会会長や一般社団法人茨城県農業会議副会長を務める
など，優れた識見と幅広い視野を有している。
また，現在，１期目であり，適切に職務を果たしており，引き続き，こ

れまでの経歴を生かした役割が期待できる。
以上のことから，収用委員会委員として適任であり任命しようとするも

のである。
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